
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

　　①　船舶を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第10号様式（日本産業規格Ａ列４番）

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

（　Ｒ１年度　）

　　②　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

乗降の介助や誘導等
の支援を行う係員の
設置

乗船・下船時に移動経路上に乗降の介助や誘導等の支援を行う係員
を設置する。（開業当時から実施）

○

対象となる船舶
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

段差の解消
乗船場所に段差がある為、タラップ及び手摺りを整備する。
（現在～2020年）

○

　（３）その他

船内設置されておりますお客様アンケートにてコメントを頂いた案件については社内協議を行い
都度、取り組みの改善に活用しております。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

運行情報に関する専
用案内放送設備の設

置
待合所内に運行情報を流す案内放送設備を設置する。 ×

　　④　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

接遇研修の実施
船舶スタッフへ国交省が定める接遇ガイドラインの勉強会を実施。

（2019年～2020年）
×

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

旅客定期航路＝弊社施設内の運河を運航している船舶であり、車いすで乗船できるようタラップを使用して安全に乗
り降りが可能です。待合所内に流す音声案内を検討しておりましたが、コロナに関する防疫対策等が優先でありまし
たので未実施となっております。

旅客不定期航路＝ターミナルについては県有物であり、指定管理者であるユニマットプレシャス㈱へ音声案内の増設
及び弊社施設内の多目的トイレをご利用頂くようお願いをしております。

移動等円滑化取組報告書（船舶）

　　 住　　所　長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

　　 代表者名　代表取締役社長　坂口　克彦　　　　　　　
　 　事業者名　ハウステンボス株式会社



船舶番
号

船種 総トン
数

旅客定
員

供用開
始年月

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

乗降用
設備へ
の対応

基準適
合客席
の設置
数

車椅子
スペー
スの設
置数

乗降口
と客席
との間
の経路
の対応

293-25356 汽船 5 ㌧ 51 名 H24.11 　 - 0 0 　

293-25358 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25359 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25360 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25379 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25378 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25380 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25442 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25443 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25494 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

293-25497 汽船 13 ㌧ 51 名 H24.11 免除 - 免除 免除 免除

133115 汽船 694 ㌧ 210名 H24.11 - 0 0

134451 汽船 69 ㌧ 150名 H24.11 - 0 0

243-37595 汽船 19 ㌧ 64名 H24.11 - 0 0

134485 汽船 351 ㌧ 250名 R1.6 免除 免除 0 0 免除

０隻 ０隻 ０席 0 ０隻

客席と
船内旅
客用設
備との
間の経
路の対
応

便所へ
の対応

食堂へ
の対応

売店へ
の対応

遊歩甲
板への
対応

点状ブ
ロック
の設置
の有無

運航情
報提供
設備の
設置の
有無

案内設
備の設
置の有
無

- - - -

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

免除 - - - - 免除 免除 免除

× × - ×

× - - ×

× - - -

免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除 免除

０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻

Ⅱ　船舶の移動等円滑化の達成状況（船舶ごとに記入）

（　Ｒ2年3月31日現在　）

船　　　名

建造年月日 　就航航路

  イルペンダム Ｈ3年12月日
ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

デ・ハール Ｈ3年10月日

サウザンド・サニー号 Ｈ6年6月日

モササウルス Ｈ8年6月日 大村湾遊覧

あかしあ Ｈ19年3月日 大村湾遊覧

  ヤウレ

  マックム

（合　計）
計　　　隻

アルクマール

  カペラ

  デルフト

  エダム

  グース

ハーレム

  イルペンダム

船　　　名

  カットワイク

ライデン

デ・ハール

モササウルス

あかしあ

サウザンド・サニー号

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

  カットワイク

  マックム

Ｈ3年11月日

Ｈ3年12月日

Ｈ3年11月日

Ｈ3年11月日

Ｈ4年1月日

  カペラ

  デルフト

  エダム

  グース

  ヤウレ

Ｈ4年1月日

（合　計）
計　　　隻

アルクマール

ハーレム

ライデン

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

大村湾遊覧

大村湾遊覧

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

Ｈ4年1月日
ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

Ｈ4年1月日
ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

Ｈ3年11月日
ハウステンボス運河遊覧
運河水門マリーナ遊覧

Ｈ3年11月日



×

×

（第10号様式）

　３．基準適合客席の設置数の欄には、当該船舶に設置された基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準省令第49条第１項
　　又は第２項の基準に適合する客席をいう。以下同じ。）の設置数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

注１．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該船舶が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合
　　している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　２．乗降用設備への対応の欄には、当該船舶に乗降用設備が設置されていない場合は―印を、乗降用設備が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型乗降用設備（公共交通移動等円滑化基準省令第47条の基準に適合する乗降用設備をいう。以下
　　同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型乗降用設備が設置されている場合は○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。

  17．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

　11．点状ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第58条の基準に適合している場合に○印を記入
　　し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．運航情報提供設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第59条の基準に適合している場合に○印を
　　記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第60条に適合している場合に○印を記入し、（合計
　　）には、○印の合計数を記入すること。

　14．２から13までについては、公共交通移動等円滑化基準省令第61条第２項の認定を受けていることにより基準への適用
    が除外されているものには「免除」と記入すること。

　15．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。　

　16．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　４．車椅子スペースの設置数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第50条の規定により設けられた車椅子スペースの
　　設置数を記入すること。

　５．乗降口と客席との間の経路の対応の欄には、船舶の乗降口と客席との間の経路について、公共交通移動等円滑化基準
　　省令第48条、第51条第１項及び第３項、第52条並びに第53条第１項から第５項までの全ての基準に適合する場合に○印
　　を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　６．客席と船内旅客用設備との間の経路の対応の欄には、客席と公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項の船内旅客
　　用設備との間の経路について、公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項及び第３項、第52条並びに第53条第６項及
　　び第７項の基準に適合する場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　７．便所への対応の欄には、当該船舶に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されており、かつ、障害者対
　　応型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第54条の基準に適合するものをいう。以下この様式及び第22号様式において
　　同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、
　　○印の合計数を記入すること。

　８．食堂への対応の欄には、当該船舶に食堂が設置されていない場合は―印を、食堂が設置されており、かつ、障害者対
　　応型食堂（公共交通移動等円滑化基準省令第55条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合
　　は×印を、障害者対応型食堂が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　９．売店への対応の欄には、当該船舶に売店が設置されていない場合は―印を、売店が設置されており、かつ、障害者対
　　応型売店（公共交通移動等円滑化基準省令第56条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合
　　は×印を、障害者対応型売店が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

  10．遊歩甲板への対応の欄には、当該船舶に公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項の遊歩甲板（以下「遊歩甲板」
　　という。）が設置されていない場合は―印を、遊歩甲板が設置されており、かつ、障害者対応型遊歩甲板（公共交通移
　　動等円滑化基準省令第57条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応
　　型遊歩甲板が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項


